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資料４ 

「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定（平成 29年 3月 14
日）について【概要】 
 

１．いじめの認知 

○現在の基本方針では「けんか」がいじめの定義から除かれるため、けんかに

係る記述を改正（「けんかを除く」という記述を削除） 

 

   けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合

もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着

目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

 

２．学校の設置者として実施すべき施策 

○学校評価において、学校におけるいじめ防止等のための取組状況（アンケー

ト、個人面談、校内研修等の実施状況）を評価項目に位置付けることを規定 

 

各教育委員会は、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、 

日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ

適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に周知徹底す

るとともに、児童生徒や地域の状況を踏まえた目標を立て、目標に対する取

組状況等を評価し、改善につなげるようしなければならない。したがって、

各教育委員会は、学校いじめ防止基本方針に、年間を通じたいじめの早期発

見、事案対処、校内研修等の取組を位置付け、各教育委員会等は、学校いじ

め防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け

るよう、各学校に対して必要な指導・助言を行う。 

 

３．学校のいじめ対策組織・いじめの情報共有 

○教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しないことは、いじめ防止対策推

進法の規定に違反し得ることを明記 

 

法第 23条第 1項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等

からの相談に応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた

場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思

われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとす

る。」としており、学校の教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合

には、速やかに、学校いじめ対策組織に対し当該いじめに係る情報を報告し、

学校の組織的な対応につなげなければならない。すなわち、学校の特定の教

職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わな

いことは、同項の規定に違反し得る。 
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資料４ 

４．いじめの未然防止・早期発見 

○道徳教育の充実について明記 

 

児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論すること 

により、いじめに正面から向き合うことができるよう、具体的な実践事例の

提供や、道徳教育に関する教職員の指導力向上のための施策を推進するとと

もに、各地域の実態に応じた道徳教育を推進するため、地域教材の作成や外

部講師の活用をはじめとする自治体等の取組を支援する。 

 

５．いじめへの対処 

○いじめが安易に「解消」とされ、対応がなされていない現状（いじめ認知件

数全体の約 89％が「解消」とされている）を受け、いじめの「解消」の定義を

詳細に規定 

 

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめ 

が「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている

必要がある。 

ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他

の事情も勘案して判断するものとする。 

【①いじめに係る行為が止んでいること】 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。

この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害

の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安に

かかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、より長期の期間を設定する

ものとする。 

【②被害者が心身の苦痛を感じていないこと】 

いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害者がいじめの

行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害者本人及びその

保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害者を徹底的に守り通し、

その安全・安心を確保する責任を有する。 

「解消している状態」に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあ

り得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児

童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。 
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資料４ 

 

６．法の理解増進等 

○保護者及び地域に対する周知として、ＰＴＡの協力を得ることを明記 

 

保護者など国民に広く、いじめの問題やこの問題への取組についての理 

解を深めるべく、ＰＴＡや地域の関係団体等との連携を図りながら、法の趣

旨及び法に基づく対応に係る広報啓発を充実する。 

 

 

７．いじめが生まれる背景と指導上の注意 

○学校として特に配慮が必要な児童生徒についての対応を明記 

 

○発達障害を含む、障害のある児童生徒がかかわるいじめについては、教職員

が個々の児童生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計

画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや

特性を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要である。 

○海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つな

どの外国につながる児童生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて

困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われること

がないよう、教職員、児童生徒、保護者等の外国人児童生徒等に対する理解を

促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。 

○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止する

ため、性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促

進や、学校として必要な対応について周知する。 

○東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難して

いる児童生徒については、被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れな

い環境への不安感等を教職員が十分に理解し、当該児童生徒に対する心のケア

を適切に行い、細心の注意を払いながら、当該児童生徒に対するいじめの未然

防止・早期発見に取り組む。 

上記の児童生徒を含め、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、

日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者

との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。 


